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1． パブリックコメントの実施状況

１） 調査対象
　発注者が「公正さを保ちつつ、良質なモノを低廉な価格でタイムリーに調達し提供する責任」、すなわち「発

注者責任」を果たすための具体的施策についてとりまとめた「発注者責任を果たすための具体的施策のあり方

（第一次とりまとめ）」に関して、より具体的な施策とその改善に資するため、一般市民と実際に公共工事を

発注している地方公共団体を対象にパブリックコメント調査を実施した。

２） 調査手段

　調査は、建設省ホームページによる意見募集と、地方公共団体等へのアンケートの２種類の方法で行った。

① 一般市民に対するパブリックコメン
ト調査

② 地方公共団体等に対するパブリックコ
メント調査

調査手段 建設省ホームページにて意見募集 地方公共団体へ調査用紙発送
調査期間 平成12年６月１日～７月３日 平成12年６月１日～７月７日

３） 調査項目
　調査項目は以下のとおりであり、第一次とりまとめへの賛否及び自由記入による意見の収集を行った。

① 工事特性に応じた多様な入札契約方式の選択について

② 新技術の開発促進を目的とした新たな入札契約方式の適用について

③ 企業の技術力の適正な評価について

④ 発注者体制の整備と発注者支援制度の確立について

⑤ ３つの評価（「工事の評価」「企業の評価」「発注者の評価」）について

４）回答者の属性
　パブリックコメントの回答者の属性及び地方公共自治体からの回答状況は、以下に示すとおりである。

　＜一般市民に対するﾊ゚ ﾌ゙ ﾘｯｸｺﾒﾝﾄ調査（回答数60）＞     ＜地方公共団体等に対するﾊ゚ ﾌ゙ ﾘｯｸｺﾒﾝﾄ調査＞

性別構成
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2． パブリックコメントの結果

2-1 工事特性に応じた多様な入札契約方式の選択について
（I）ガイドラインの作成について

Ｑ１－１　工事の特性を分析する指標を明確化し、それに基づいて発注者が最適な入札契約方式を選定

できるようにするガイドラインを作ることについてご意見下さい。

　　　　　　　　　＊無回答分除く

【まとめ】

l 工事特性に応じた最適な入札契約方式を選定するためのガイドラインの作成については、条件付き賛成を

含め賛成とする意見が大半を占めている。

l ガイドラインの作成により、適切に多様な入札契約方式を採用することが可能となる。

l ガイドラインの拘束力に関しては、透明性を高めるために具体的かつ明確にすべきという意見と、弾力性

をもたせるべきという相反する意見が存在している。

l 機関の規模や地域事情に配慮したガイドラインとすべきという意見が市町村を中心に多く寄せられた。

l 慎重意見は市町村に多く、自主性に配慮すべき、対応体制が不十分といった意見があった。

一般市民
（有効回答数37）

条件付き賛成
30% 賛成

62%

慎重に考える
べき
8%

都道府県・政令市
（有効回答数64）

慎重に考える
べき
11%

賛成
53%

条件付き賛成
36%

市区町村
（有効回答数64）

慎重に考える
べき
23%

賛成
55%

条件付き賛成
22%

【自由意見の分類・整理結果】

【賛成】

工事特性に応じた入札方式の選定が可能になる

地域事情を考慮する必要がある（工事・企業規模等）

発注業務の効率化につながる

発注者の体制強化が必要である

弾力的な運用が必要である

客観的・明確な選定基準が重要である

発注者の体制強化が必要である

弾力的な運用が必要である

地元企業の育成・保護を考慮する必要がある

工事特性により適用工事を限定する必要がある

【条件付き賛成】

【慎重に考えるべき】

ガイドラインの必要性を感じない

発注者の体制強化が必要である

弾力的な運用が必要である

地域特性に応じた入札方式を考慮する必要がある

市区町村都道府県・政令市
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2

6
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市区町村
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都道府県・政令市

9

2

3

9

5

市区町村

16

13

11

19

都道府県・政令市

2

1

1
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（II）総合評価方式の導入

Ｑ１－２　工事を発注するに当たり、価格競争のみでなく、工期短縮や安全対策、品質確保等の
技術提案を受け、総合評価方式等により落札者を決定する方式についてご意見を下さい。

＊無回答分除く

【まとめ】
l 価格競争だけではなく、技術提案による総合評価方式により落札者を決定する方式は、条件付き賛成を含

め賛成とする意見が大半を占めている。

l 精度の高い成果が期待できる、企業側の技術力向上・企業努力が期待できるなど、総合評価方式の適用に

より成果の品質向上を期待する意見があった。

l 都道府県・政令市、市区町村を問わず、適正かつ明確な評価基準が必要であるなど、運用時の判断基準に

関する意見が多くあった。

l 総合評価方式は、工事特性をふまえ、適用する工事を限定すべきとの意見が市区町村から多くあった。

l 慎重意見は市区町村に多く、発注者の評価体制が不足している、事務処理負担に課題があるといった意見

が多くあった。

都道府県・政令市
（有効回答数68）

慎重に考える
べき
21%

賛成
25%

条件付き賛成
54%

市区町村
（有効回答数1496）

慎重に考える
べき
36%

賛成
33%

条件付き賛成
31%

一般市民
（有効回答数36）

条件付き賛成
44%

賛成
48%

慎重に考える
べき
8%

【自由意見の分類・整理結果】

【慎重に考えるべき】

発注者の評価体制の強化が必要である

評価体制の設定が困難である

事務処理負担に課題がある

工事特性により適用工事を限定すべきである

地元企業の育成・保護の阻害になる

精度の高い成果が期待できる

企業側の技術力向上・企業努力が期待できる

評価基準の設定が重要である

工事特性により適用工事を限定すべきである

発注者の評価体制の強化が必要である

地元企業の育成・保護阻害になる

事務処理負担に課題がある

【条件付き賛成】

精度の高い成果が期待できる

企業側の技術力向上・企業努力が期待できる

発注者の評価体制が不足している

適正かつ明確な評価基準の設定が必要である

精度の高い成果が期待できる

企業側の技術力向上・企業努力が期待できる

工事特性により適用工事を限定すべきである

事務処理負担に課題がある

【賛成】

2

5

3

都道府県・政令市

20

5

5

7

15

16

市区町村

4

8

16

65

67

81

9

市区町村

1

5

7

10

19

1

都道府県・政令市

11

12

16

46

55

9

1

市区町村

2

2

6

2

都道府県・政令市
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（III）工事特性に応じた多様な入札契約方式の選択に関する課題

施策推進にあたっての課題・留意事項
施策推進にあたっての課題・留意事項

入札契約方式選定ガイドライン作成

発注者支援制度の確立

（技術・技術者の効率的補完）

客観的な選定指標の整備

(評価レベルの統一、恣意性排除）

自治体の裁量範囲の確保

適用対象範囲の絞り込み

（大規模、特殊工事のみ）

客観的な選定指標の整備

総合評価方式導入の対象範囲、評価手法

客観的な評価基準の整備

適用対象範囲の絞り込み

（大規模、特殊工事のみ）

工
事
特
性
の
応
じ
た
多
様
な
入
札
契
約
方
式
の
選
択

自治体の状況及び意見の背景
自治体の状況及び意見の背景

技術面での評価体制が十分でない

（評価技術不足）

事務量増加に対応できない

（技術者数不足）

大手企業に偏りが生じる

（地元企業育成、地域経済）

客観的な選択が求められる

（国民への説明責任、会計検査院）

簡単な工事しかない

（多様な入契制度導入効果への危惧）

企業の負担増

（技術提案作成）
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2-2 　企業の技術力の適正な評価について
（I）施工プロセス・引渡し後評価の実施について

Ｑ３－１　工事実績評価を、工事完了・引渡し時の工事実績評価（各省で実施している従前の工
事成績評定）に加え、施工プロセス評価、引渡し後の評価を実施することについてご意見を下

さい。　

＊ 無回答分除く

【まとめ】

l 企業の技術力を適正に評価するため、施工プロセス評価、引渡し後評価を実施することについては、条件

付き賛成を含め賛成とする意見が大半を占めている。

l 施工プロセス評価、引渡し後評価により、技術力を適正評価した企業選定が可能になるとの意見があった。

l 施工プロセス・引渡し後評価の実施に際し、適正な評価項目・基準等を作成することが難しい、体制が不

十分との意見が都道府県・政令市、市区町村を問わず寄せられた。

l 慎重意見は都道府県、政令市、市区町村ともにほぼ同じ場合で、作業負担の増加が懸念される、対応体制

が不十分といった意見があった。

一般市民
（有効回答数23）

条件付き賛成
34%

賛成
52%

慎重に考える
べき
14%

都道府県・政令市
（有効回答数66）

慎重に考える
べき
21%

賛成
38%

条件付き賛成
41%

市区町村
（有効回答数1468）

慎重に考える
べき
22%

賛成
57%条件付き

賛成
21%

【自由意見の分類・整理結果】

都道府県・政令市 市区町村
【賛成】

適正な評価項目・基準等の設定が重要である

工事特性により適用工事を限定すべきである

発注者の体制強化が必要である

【条件付き賛成】
都道府県・政令市

適正な評価項目・基準等の設定が重要である

市区町村
【慎重に考えるべき】

都道府県・政令市

発注者の体制強化が必要である

現行の評価手法で充分である

工事特性により適用工事を限定すべきである

12

18

22

38

54

2

1

8

3

15

38

48

3

8

17

10

12

23

26

1

1

4

7

精度の高い企業評価・企業選定が可能になる

適正な評価項目・基準等の設定が重要である

ぜひとも実施すべきである

技術力向上・品質の高い成果が期待できる

発注者評価体制の強化が必要である

市区町村
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（II）工事実績評価における加点・減点方式について

Ｑ３－２　工事実績評価において、「優れた技術力・能力」、「基本的な技術力・能力」を評価する

評価・判断指標を設けて、加点評価、減点評価を行うことについてご意見をください。

＊ 無回答分除く

【まとめ】

l 企業の技術力を適正に評価するため、工事実績評価において加点・減点評価を行うことについては、条件付

き賛成も含め賛成とする意見が大半を占めている。

l 企業の意欲を高めることができ、その評価結果を企業選定に公平に反映できるとの意見があった。

l 加点・減点評価を行うにあたり、統一的・客観的な評価基準を設定することが重要であるとの意見が多く寄

せられた。

一般市民
（有効回答数23）

条件付き賛成
17%

賛成
74%

慎重に考える
べき
9%

都道府県・政令市
（有効回答数65）

慎重に考える
べき
12%

賛成
51%条件付き賛成

37%

市区町村
（有効回答数1464）

慎重に考える
べき
11%

賛成
60%

条件付き賛成
19%

【自由意見の分類・整理結果】

統一的・客観的な評価基準の設定が必要である

発注者の体制強化が必要である

工事特性により適用工事を限定する必要がある

都道府県・政令市 市区町村
【慎重に考えるべき】

現行評価手法で充分である

統一的・客観的な評価基準の設定が必要である

発注者の体制強化が必要である

工事特性により適用工事を限定する必要がある

市区町村
【条件付き賛成】

統一的・客観的な評価基準の設定が必要である

企業育成・技術力向上が期待できる

技術力評価が企業選定に反映できる

市区町村

【賛成】

17

17

68

都道府県・政令市

11

18

57

都道府県・政令市

5

5

8

18

1

2

2

1

5

2

14

1

2

11
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（III）企業評価データベースの構築

Ｑ３－３　各発注者間で統一した企業評価を実施するとともに、そのデータを蓄積する企業評価

データベースを整備し、それを活用することについてご意見ください。

　＊無回答分除く

　

【まとめ】
l 統一した企業評価により、その結果を企業評価ＤＢとして構築・活用することについて、条件付きを含め賛

成とする意見が大半を占めている。

l 企業評価のＤＢは、企業選定時に有効活用することができるとの意見があった。

l 企業評価ＤＢの構築にあたり、導入にかかる初期費用、データの管理・ＤＢ利用にかかる維持管理費用に対

する財政負担を懸念する意見があった。

l 慎重意見は、各発注者が一定のレベルで評価できる指標の策定が可能かとの意見があった。

一般市民
（有効回答数66）

条件付き賛成
41%

賛成
54%

慎重に考える
べき
5%

都道府県・政令市
（有効回答数66）

慎重に考える
べき
14%

賛成
50%条件付き賛成

36%

市区町村
（有効回答数1452）

慎重に考える
べき
24%

賛成
54%条件付き

賛成
22%

【自由意見の分類・整理結果】

評価基準の設定が困難である

ＤＢ活用・導入環境の整備が必要である

地元企業の評価体制の強化が必要である

発注者の評価体制の強化が必要である

【慎重に考えるべき】

評価基準の設定が重要である

ＤＢ活用・導入環境の整備が必要である

工事特性により適用工事を限定すべきである

発注者の評価体制の強化が必要である

都道府県・政令市 市区町村
【条件付き賛成】

評価基準の設定が重要である

ＤＢ活用・導入環境の整備が必要である

企業選定にＤＢの有効活用ができる

発注者の評価体制の強化が必要である

【賛成】

9

10

11

30

8

26

26

29

5

21

24

26

5

5

1

10

4

5

2

3

2

都道府県・政令市

都道府県・政令市

市区町村

市区町村
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（IV）企業の技術力の適正な評価に関する課題

施策推進にあたっての課題・留意事項施策推進にあたっての課題・留意事項

評価基準、評価ﾚﾍﾞﾙの設定のあり方

発注者支援制度の確立

（技術・技術者の効率的補完）

設計、使用、管理瑕疵との切り分け

(引き渡し後評価）

適用対象範囲の絞り込み

（大規模、特殊工事のみ）

客観的な選定指標の整備

企業選定手法の構築

安価なシステム利用料

（財政問題）

自治体独自の企業選定基準

企
業
の
技
術
力
の
適
正
な
評
価

自治体の状況及び意見の背景自治体の状況及び意見の背景

技術面での評価体制が十分でない

（評価技術不足）

事務量増加に対応できない

（技術者数不足）

大手企業に偏りが生じる

（地元企業育成、地域経済）

客観的な評価が求められる

（国民への説明責任、企業の公平性）

簡単な工事しかない

（DBに基づく企業評価は不必要）

客観的な評価基準の整備

（評価レベルの統一、恣意性排除）

システム化、DB化

評価結果の公開

（クレームの受付）

企業評価DBと工事特性評価のリンク

DBを利用した企業評価工事の限定
企業評価DBを企業選定時に有効活用す

る方策を明確にすべき

客観的な選定基準
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2-3 　発注者の評価について
（I）発注者の評価方法

Ｑ４－２　発注者に求められる技術力の評価方法として、①発注者が自己評価する方法、②第三
者機関が評価する方法が考えられますが、これについてご意見を下さい。　

＊ 無回答分除く

【まとめ】
l 発注者に求められる技術力の評価方法としては、比較的第三者機関による評価が良いとの意見が多い。

l 発注者が自己評価する方法が良いとの意見では、発注者自らの責任として評価すべきであると考える意見があった。

l 第三者機関が評価する方法が良いとの意見では、自己評価は主観的であるため第三者が評価した方が客観的である、地

方自治体では必ずしも技術力のある職員が必ずしもいないので自己評価は困難との意見が多くあった。

一般市民
（有効回答数29）

②が良い
52%

①が良い
31%

その他
17%

都道府県・政令市
（有効回答数66）

その他
27%

①が良い
38%

②が良い
35%

市区町村
（有効回答数1450）

その他
14%

①が良い
38%

②が良い
48%

【自由意見の分類・整理結果】

自己評価と第三者評価の併用が良い

評価基準の設定が重要である

【その他】

技術力が不足している場合第三者評価とする

公平かつ客観的評価が可能となる

発注者内で技術力が不足している

【②が良い】

技術力評価は発注者責任により内部で行うべきである

評価基準の設定が重要である

発注者の評価体制によっては第三者評価でやむ得ない

都道府県・政令市 市区町村
【①が良い】

1

1

7

1

11

2

1

11

9

14

49

26

62

9

10

46

都道府県・政令市

都道府県・政令市

市区町村

市区町村
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（II）外部支援制度

Ｑ４－３　発注者の技術力が不足する場合に外部からの支援を受け、一定の評価力を担保する仕
組みを制度化することについて、ご意見を下さい。 

＊ 無回答分除く

一般市民
（有効回答数31）

その他
3%

必要
97%

不必要
0%

都道府県・政令市
（有効回答数59）

その他
29%

必要
66%不必要

5%

市区町村
（有効回答数1455）

その他
12%

必要
70%

不必要
18%

【自由意見の分類・整理結果】

【まとめ】
l 発注者の技術力が不足する場合に外部からの支援を受けることについては、都道府県・政令市、市区町村

の大半が賛成の意見である。一般市民からの意見はほとんどが賛成という結果であった。

l 発注者の技術力が低い市町村、新規性及び特殊性の高い工事、技術的難易度の高い工事については技術力

不足であり、外部支援を必要とするという意見があった。

l 慎重意見は、発注者に技術力が不足する場合、外部からの支援を受けることに対して発注者の自主性や地

域特性を考慮すべき、発注者に必要な技術力は各発注者が備えなければならないことが大原則という意見

があった。

【不必要】

発注者が技術力を付けるべきである

外部支援の費用負担課題がある

工事特性により適用工事を限定すべきである

外部支援の制度化までは不必要である

外部支援は建設技術センターが適切である

【その他】

外部支援の制度化までは不必要である

発注者が技術力を付けるべきである

外部支援の費用負担課題がある

工事特性により適用工事を限定すべき

発注者の技術力不足の場合には必要である

外部支援は建設技術センターが適切である

【必要】

発注者の技術力不足の場合には必要である

工事特性により適用工事を限定すべきである

外部支援の費用負担課題がある

発注者が技術力を付ける必要がある

外部支援の制度化までは不必要である

外部支援は建設技術センターが適切である

市区町村都道府県・政令市

4

7

13

31

56

1

2

5

8

24

1

5

7

9

9

15

3

5

6

3

1

都道府県・政令市 市区町村

都道府県・政令市 市区町村

10

1

1

1

1

3
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（III）外部支援者の賠償責任

Ｑ４－４　発注者の責任を明確にした上で、支援者には役割に応じた責任・権限も与え、場合に
よって賠償責任も問うべきであると考えていますが、これについてご意見下さい。　

＊ 無回答分除く

一般市民
（有効回答数59）

不必要
13%

必要
74%

その他
13%

都道府県・政令市
（有効回答数59）

その他
12%

必要
80%

不必要
8%

市区町村
（有効回答数1424）

その他
14%

必要
72%

不必要
14%

【自由意見の分類・整理結果】

【まとめ】
l 外部支援者に対し役割に応じた責任・権限を与え賠償責任も問うということについては、必要とする意見

が大半を占めており、都道府県・政令市、市区町村、一般市民ともほぼ同様な割合となっている。

l 発注者の立場の代わりにその業務を実施するため、権限を付与する必要があるとともに、その責任も明確

にする必要があるという意見が多く寄せられた。

l 最終的な責任の所在は発注者にあるべき、支援者はあくまで支援の立場であるべきとの意見があった。

2

2

1

4

8

14

あくまで支援の立場であり最終的
責任は発注者である

支援者が賠償責任まで問われる
べきである

都道府県・政令市 市区町村

【その他】

発注者と支援者の責任・権限を明
確にすることが重要である

4

103
あくまで支援の立場であり最終

的責任は発注者である

責任・権限を明確にして賠償責
任を問うべきである

都道府県・政令市 市区町村
【不必要】

1

21

8

106
責任・権限を明確にして賠償責

任を問うべきである

責任・権限の付与は制度化すべ
きである

都道府県・政令市 市区町村

【必要】
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（IV）発注者への資格制度

Ｑ４－５　発注者の技術力を評価するために、資格制度を導入することについて、ご意見を下さ
い。

　＊無回答分除く

【まとめ】
l 発注者の技術力を評価するために資格制度を導入することに対しては、条件付き賛成を含め賛成とする意

見が大半を占めている。一般市民においては条件付きを含めると100％賛成となっている。

l 既存の公的資格では、評価の厳格性等を確保する上で適切とは言えず、新たな資格制度の創設が必要とい

う意見が多く寄せられた。

l 特に町村では、技術職員が常に技術部門に配属されるとは限らないため資格取得は難しく、また有資格者

のみしか業務ができないとした場合には対応が困難との意見があった。

一般市民
（有効回答数64）

条件付き賛成
40%

賛成
60%

反対
0%

都道府県・政令市
（有効回答数64）

反対
20% 賛成

27%

条件付き賛成
53%

市区町村
（有効回答数1395）

反対
20%

賛成
40%

条件付き賛成
40%

【自由意見の分類・整理結果】

6

26人材の確保が課題である
都道府県・政令市 市区町村

【反対】

既存資格を活用すべきで
ある

1

7新たな資格が必要である

実務経験を重視すべきである

都道府県・政令市 市区町村

【賛成】

1

11

4

1
第三者機関による支援が必要

である
人材の確保が課題である

都道府県・政令市 市区町村

【条件付き賛成】

新たな資格が必要である

実務経験を重視すべきである 6

6
15

16
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（V）発注者の評価に関する課題

施策推進にあたっての課題・留意事項
施策推進にあたっての課題・留意事項

自らの評価

財政的に困難

客観的な選定指標の整備

発注者支援制度

限定的な活用

（特殊、大規模事業）

発
注
者
の
評
価
方
法

自治体の状況及び意見の背景
自治体の状況及び意見の背景

技術力不足

技術者数不足

客観的な評価が求められる

（国民への説明責任）

発注者として当然の義務

（自己評価）
客観的な評価基準の整備

（公的資格の利用、新資格創設）

評価結果の公開

建設技術センターやコンサルタントの
活用

発注者技術力向上が最善策

第三者機関の評価

客観的な評価基準の整備

（公的資格の利用、新資格創設）

第三者機関自体の評価
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2-4 　その他

自由記述欄に寄せられた意見の中で、工事特性に応じた多様な入札契約方式、企業の評価、発注者の評価以外

に係わる代表意見として以下のような代表意見が寄せられている。

l 発注者としては今後、入札制度改善や企業間の競争激化などに伴い契約の履行確保対策が課題になると予想

します。（市区町村）

l 現場監督者責任は、契約約款により厳しい規定が定められているが、具体的な内容について職員が認識して

いないことのほうが問題であると思う。（都道府県・政令市）

l 発注者側がより「買う立場」に近づくことが重要である。たとえば ISO9000sの認証を持つ企業が施工する

場合には、監督業務を大幅に簡素化するなど、性能発注の実施が考えられる。一方で品質確保の観点から現

場の瑕疵担保期間である２年を民法に準じて１０年にしてはどうかと考える。（都道府県・政令市）

l 地方、特に町村においては、技術職の採用はほとんどされていなく、技術を要する職場を事務職が担当して

いる現状である。地方の実体を再認識され提案以前の問題として技術職採用の制度化の検討からお願いした

い。（一般市民）

l 技術職員の不在（不足ではない）、不透明な状況での過度の企業依存等の多くの実態、或いは規模、難易度

等の異なる工事種類の雑多さ等、地方の実績を直視し悉さに調査の上、今後の検討に十分反映されることを

願う。（市区町村）

l 各組織による事情がそれぞれ違い（体制・職員数・事業量等）、技術力のみをとらえて評価することは非常

に不公平であり、国民に対し誤解を招くこととなりかねない。組織を評価するには、工事発注後の場面だけ

でなく、公共事業全般で評価すべきと考える。（都道府県・政令市）

【まとめ】
l 履行確保、監督責任、買う立場といった、発注者と受注者の役割分担に係わる意見が寄せられている。

l 工事発注に限った議論では不十分という意見がある。

l 自治体の事情を十分に把握し、検討に反映願いたいとの指摘がなされている。

施策推進にあたっての課題・留意事項

発注者と受注者の役割分担の明確化

発注者と受注者の役割分担の明確化

公共事業全体で見た発注者責任のあり方

企画・設計段階と工事段階との連携

自治体の実態把握

自治体の実状

必要とされている支援内容

瑕疵担保（品質保証）のあり方
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3． 今後検討すべき課題

【 新法の制定に伴う課題 】

発注者支援制度の確立
発注者支援制度の確立

透明性・説明性の確保
透明性・説明性の確保

【 パブリックコメントから提起された課題 】

(2)企業の技術力の適正な評価

(1)工事特性に応じた多様な入札契約方式の選択

発注者支援制度の確立
発注者支援制度の確立

入札契約方式選定ガイドライン作成
入札契約方式選定ガイドライン作成

総合評価方式の対象範囲、評価方法
総合評価方式の対象範囲、評価方法

発注者支援制度の確立
発注者支援制度の確立

評価基準、評価ﾚﾍﾞﾙの設定のあり方
評価基準、評価ﾚﾍﾞﾙの設定のあり方

企業選定手法の構築
企業選定手法の構築

(3)発注者の評価

自らの評価
第三者機関の評価

自らの評価
第三者機関の評価

発注者支援制度の確立
発注者支援制度の確立

(4)その他

発注者と受注者の役割分担の明確化
発注者と受注者の役割分担の明確化

公共事業全体で見た発注者責任のあり方
公共事業全体で見た発注者責任のあり方

【 今後検討すべき課題 】

Ⅱ発注者支援制度等の具体化に必要な事項

Ⅰ発注者支援制度等を検討する前提となる発注者・受注者の役割
　分担と発注者の体制評価

発注者の体制評価のあり方
発注者の体制評価のあり方

新資格制度のあり方
新資格制度のあり方

Ⅲ企業評価の結果を反映した的確な企業選定の具体的方策

瑕疵担保（品質保証）のあり方
瑕疵担保（品質保証）のあり方

図　今後検討すべき課題の抽出

発注者の支援制度のあり方
発注者の支援制度のあり方

【 既に取り組んでいる事項 】

(2)企業の技術力の適正な評価

(1)工事特性に応じた多様な入札契約方式の選択

入札契約方式の選定ガイドライン整備（案）
入札契約方式の選定ガイドライン整備（案）

総合評価方式を含む多様な入札方式の試行
総合評価方式を含む多様な入札方式の試行

新・工事成績評定要領（案）の整備
（引き渡し後に対する対応を含む）

新・工事成績評定要領（案）の整備
（引き渡し後に対する対応を含む）

企業評価データベースの構築の準備
企業評価データベースの構築の準備

(3)その他

施工体制把握マニュアル
施工体制把握マニュアル

企業評価を反映した企業選定のあり方
（企業選定ガイドライン）

企業評価を反映した企業選定のあり方
（企業選定ガイドライン）

発注者・受注者の役割分担
発注者・受注者の役割分担

適正な施工体制の確保
適正な施工体制の確保

【 その他最近の発注を巡る課題 】

丸投げ/上請け/横請け
丸投げ/上請け/横請け

不当な低価格受注
不当な低価格受注

特許工法等の知的財産権の活用方策
特許工法等の知的財産権の活用方策

Ⅳ適正な施工の確保

発注者としての具体な基準づくり
発注者としての具体な基準づくり

工事実績情報の一般公開
工事実績情報の一般公開

低入札価格調査マニュアル（案）【重点調査】）
低入札価格調査マニュアル（案）【重点調査】）


